
保護者のみなさま、こんにちは。

次年度4月に新１年生になるお子様のいらっしゃる保護者のみなさま対象に、
今から就学に関する説明を行います。
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お伝えする内容は、次の３つです。
学びの場の紹介
就学先を決定するまでのスケジュール、
そして、5歳児の【個別の就学相談】についての紹介をします。
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学びの場には、大きく分けて３つの種類があります。

１つ目は、小学校の通常の学級です。
小学校は、通学する校区が決まっています。お住まいの地域がどの小学校区か分か
らない場合は、区役所市民課にお問い合わせください。
通常の学級に在籍している場合、必要に応じて、通級指導教室を利用することがで
きます。詳しくは、動画「通常の学級編」で説明しています。

２つ目は、小学校の特別支援学級です。
障害種別ごとに設置された特別支援学級では、子供一人一人の実態に合わせて学
習内容を決定します。詳しくは、動画「特別支援学級編」で説明しています。

そして、３つ目は特別支援学校です。
神戸市内の特別支援学校は、それぞれに通学区域が決まっています。
学校設備や教職員の配置など、学習環境に配慮がなされています。子供一人一人
の実態に合わせて学習内容を決定します。詳しくは、動画「特別支援学校編」で説
明しています。
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就学先を決定するまでに、どのような流れになるのか、そのスケジュールをお伝えしま
す。

①まずはこの就学に関する説明動画で、学びの場について知っていただきます。動画
は今後もHPに掲載を続けます。
②動画で基本的な内容をご確認いただいた後、お子様の学校生活について、直接
相談したいことがある場合は、【個別の就学相談】にお申込みください。
③また、必要に応じて、小学校と特別支援学校の両方を見学（特別支援学校では学
校公開や説明会への参加）してください。
④神戸市立学校の場合は、学校との話し合いのあと
⑤就学先について意思表示をしていただきます。
⑥その後、小学校や特別支援学校で行われる就学時（入学前）健康診断を受け、
⑦入学説明会等に参加していただいたのち、入学を迎えます。

なお、兵庫県立の特別支援学校へ入学される場合は、学校見学会および説明会等
に参加していただき、居住地域の小学校で就学時（入学前）健康診断を受けてくだ
さい。

4



先ほど説明をした内容をカレンダーに示すと、このようになります。

特別支援学校は、学校ごとに学校見学会や説明会、入学相談の日が設定されてい
ますので、ホームページ等でご確認のうえ、在籍園等にご相談ください。

就学先についての意思表示をするのは、基本的に10月末頃までとご予定ください。
その理由は、入学する際の受け入れ準備を進めるための時間が必要であること、学
級を編制する手続きがあることなどです。
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それでは、５歳児の【個別の就学相談】についてお伝えします。

対象は次年度4月に就学予定のお子様と保護者様です。
この動画をご視聴いただき、お子様の学校生活についてご心配なことやご質問があ
る方は、お申込みください。
開催期間は、5月中旬ごろから7月末までの平日です。
申込は、スマートフォンやパソコンから行います。
検索サイトで「就学相談 神戸市」と入力検索し、
「就学相談‐神戸市」のページを選んでください。
そのページ内より日時・会場予約をしたうえで、お子様の情報を入力してください。

もし、この期間内に申込みができなかった場合は、神戸市教育委員会の特別支援教
育相談センターへ直接ご連絡ください。
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【個別の就学相談】は、１０時から、１１時から、１３時から、１４時からの４つの時間帯
があります。
それぞれ、時間は約３０分です。
１つの時間帯に、１人のお子様の相談となります。
２人の相談の場合は、連続した時間帯を２枠、申し込んでください。

当日は、保護者様とお子様にお越しいただきます。
一緒にお越しいただくことが難しい場合には、特別支援教育相談センターへご連絡
ください。

相談員として対応しますのは、教育委員会事務局の職員、元小学校の校長、幼児を
担当している通級指導教室の担当者、特別支援学校の担当者などです。

なお、発達検査の結果をお持ちの方は、相談の際にご持参ください。
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これまでの相談では、
・通常の学級と特別支援学級、特別支援学級と特別支援学校とで迷っている。
・医療的ケアがあるので、学校生活での対応を知りたい。
・給食に配慮が必要なので、具体的な支援を知りたい。
・特別支援学級に在籍した場合の、通常の学級への交流について知りたい。
・特別支援学級や特別支援学校の教科等の学習について知りたい
といった相談がありました。

また、「就学の猶予」に関する制度についてお知りになりたい方は、文部科学省の
ホームページをご覧いただくか、【個別の就学相談】の際にお尋ねください。
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【個別の就学相談】では、教育委員会事務局の職員と会うことになりますが、この相
談で就学先が決まることはありません。
就学先はあくまでも、学校との就学相談を通して決めていくことになります。

また、申込みの前に、他の動画の内容もご確認ください。

お子様が入学式を安心して迎えられるように、教育委員会事務局と一緒にお子様の
学校生活について考えていきましょう。

以上で、説明を終わります。
他の動画についても、ぜひご確認ください。
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